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Ⅱ－１－５ 育児休業の期間２ 

－両親ともに育児休業をする場合（パパ･ママ育休プラス）の特例－ 

（第９条の２（改正法第９条の６）、第９条の２（改正法第９条の６）第１項による読み

替え後の第５条第１項、第３項及び第６項並びに第９条第１項） 
 

○ 両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合には、育児休業の対象となる子

の年齢が、原則１歳に満たない子から原則１歳２か月に満たない子に延長されます。 

 ① 育児休業を取得しようとする労働者（以下「本人」）の配偶者が、子の１歳に達する日 

（１歳の誕生日の前日）以前において育児休業（産後パパ育休含む）をしていること  

 ② 本人の育児休業開始予定日が、子の１歳の誕生日以前であること 

 ③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業（産後パパ育休含む）の初日以降

であること 

○ 育児休業を取得できる期間（産後パパ育休の期間を含む。出産した女性の場合は、出生日以後

の産前・産後休業期間を含む。）は１年間です。 

※産後パパ育休に関しては、令和４年 10 月１日適用。 

 

(1)「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。た

だし、15 ページに記載したとおり、育児休業をする場合は、当該労働者と「子」の間に法律上の親子

関係が必要ですので、例えば、男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、認知を行っ

ていることが必要になります。 

 

(2)「配偶者が子の１歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合」には、育児・

介護休業法の規定に基づく育児休業（産後パパ育休含む）のみならず、公務員が国家公務員の育児休

業等に関する法律等の規定に基づき取得する育児休業をしている場合を含みます。 

 

(3) 育児休業が取得できる期間については、具体的には、「育児休業等取得日数」（①）が「育児休

業等可能日数」（②）を超えた場合、その日において育児休業が終了することとされています。 

①「育児休業等取得日数」とは、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」＋「育児休業を取得し

た日数」＋「産後パパ育休を取得した日数」をいいます。 

②「育児休業等可能日数」とは、子が 1 歳に達する日までの日数をいいます。すなわち、うるう日を

含まない場合は 365 日、うるう日を含む場合は 366 日となります。 
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１歳到達日 
10 月 9 日 

パパパパ・・ママママ育育休休ププララススのの場場合合のの具具体体例例  
 

 

                   子が１歳に達する日（１歳到達日） 

10 月 9 日（通常の休業取得可能期間） 

   子が１歳に達する日の翌日  

10 月 10 日 

子が１歳２か月に達する日  

12 月 9 日 

 

 

※※太太枠枠がが、、パパパパ・・ママママ育育休休ププララススのの場場合合  

（（例例１１））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

  

  

  

  

（（例例２２））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

 

※ 両親の育児休業期間が重複することも可能です。 

  

  

（（例例３３））  

  

  

  

  

母 

 

 

父 

  

  

※ 両親の育児休業期間が連続している必要はありません。 

  

  

誕生 

10 月 10 日 

産後８週 母 育児休業 

産後８週 母 育児休業 

誕生 

10 月 10 日 
１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

 

12 月 5 日 

 

12 月 5 日 

育児休業の開始日 
10 月 10 日 

誕生 

10 月 10 日 

産後８週 母 育児休業 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

父 育休

父 育休

父 育児休業 

育児休業の開始日 
10 月 10 日 

父 育休 

父 育休 

父 育休 

子の出生日 10 月 10 日 → 翌年 

パパ休暇を 
取得した場合 

 

12 月 5 日 
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※ 両親の育児休業期間が重複することも可能です。 

  

  

（（例例３３））  
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（（例例４４））  

  

  

  

  

母 

 

 

父 

  

  

 

※ 父（本人）の育児休業開始予定日が、子の１歳の誕生日（10 月 10 日）より後であるため、父は

パパ・ママ育休プラスの対象となりません。 

  

  

  

（（例例５５））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

  

※ 母（本人）の育児休業開始予定日が、父（配偶者）より先であるため、母はパパ・ママ育休プラ

スの対象とはならず、育児休業が取得できる期間は１歳到達日（10 月 9 日）までです。 

  

  

（（例例６６））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

  

  

  

  

  

※ 母（本人）の育児休業開始予定日が父(配偶者)の１度目の育児休業開始日より後であるため、 

母はパパ・ママ育休プラスの対象となります。また、父（本人）が２度目の育児休業をする場

合、２度目の育児休業の開始予定日より先に、母(配偶者)が育児休業を開始しているため、父

（本人）の２度目の育児休業はパパ・ママ育休プラスの対象になります。 

母 育児休業 

１歳２か月 
12 月 9 日 

父 育休 

１歳到達日 
10 月 9 日 

産後８週 母 育児休業 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

育児休業の開始日 
10 月 11 日 

産後８週 

誕生 

10 月 10 日 

 

12 月 5 日 

産後８週 

誕生 

10 月 10 日 

誕生 

10 月 10 日 

父 育休 父 育児休業 

母 育児休業 

父  育休 

 

12 月 5 日 

 

12 月 5 日 

- 31 - 

パパパパ・・ママママ育育休休ププララススのの場場合合にに１１歳歳６６かか月月ままででのの育育児児休休業業ををすするる場場合合のの具具体体例例  
  

※※太太枠枠ががパパパパ・・ママママ育育休休ププララスス、、色色付付はは１１歳歳６６かか月月ままででのの育育児児休休業業  

  

（（例例１１））  

  

  

    

母母  

  

  

父父  

  

  

  

  

  

  

（（例例２２））  

  

  

  

母母  

  

  

父父  

  

  

  

  

  

  

（（例例３３））  

  

  

  

母母  

  

  

  

父父  

  

  

 

 

※ パパ･ママ育休プラスを取得している場合は、１歳６か月までの育児休業開始予定日は、 

１歳に達する日後の本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければいけません。 

  

  

  

  

  

産後８週 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳６か月 
4 月 9 日 

母 育休 

産後８週 母 育休 

 １歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳６か月 
4 月 9 日 

産後８週 

１歳到達日 
10 月 9 日 

母 育休 

１歳２か月 
12 月 9 日 

 １歳６か月 
4 月 9 日 

 

 

 

育児休業の開始予定日 
11 月 4 日 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

育児休業の開始予定日 
11 月 4 日 

父 育休 父育休 育児休業の開始予定日 
10 月 10 日 

父育休 

父育休 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

誕生 

10 月 10 日 
 

12 月 5 日 

誕生 

10 月 10 日 

誕生 

10 月 10 日 

 

12 月 5 日 

 

12 月 5 日 

母 育休 

母 育休 
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（（例例４４））  

  

  

  

  

母 

 

 

父 

  

  

 

※ 父（本人）の育児休業開始予定日が、子の１歳の誕生日（10 月 10 日）より後であるため、父は

パパ・ママ育休プラスの対象となりません。 

  

  

  

（（例例５５））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

  

※ 母（本人）の育児休業開始予定日が、父（配偶者）より先であるため、母はパパ・ママ育休プラ

スの対象とはならず、育児休業が取得できる期間は１歳到達日（10 月 9 日）までです。 

  

  

（（例例６６））  

  

  

  

母 

  

  

父 

  

  

  

  

  

  

※ 母（本人）の育児休業開始予定日が父(配偶者)の１度目の育児休業開始日より後であるため、 

母はパパ・ママ育休プラスの対象となります。また、父（本人）が２度目の育児休業をする場

合、２度目の育児休業の開始予定日より先に、母(配偶者)が育児休業を開始しているため、父

（本人）の２度目の育児休業はパパ・ママ育休プラスの対象になります。 

母 育児休業 

１歳２か月 
12 月 9 日 

父 育休 

１歳到達日 
10 月 9 日 

産後８週 母 育児休業 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

育児休業の開始日 
10 月 11 日 

産後８週 

誕生 

10 月 10 日 

 

12 月 5 日 

産後８週 

誕生 

10 月 10 日 

誕生 

10 月 10 日 

父 育休 父 育児休業 

母 育児休業 

父  育休 

 

12 月 5 日 

 

12 月 5 日 
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パパパパ・・ママママ育育休休ププララススのの場場合合にに１１歳歳６６かか月月ままででのの育育児児休休業業ををすするる場場合合のの具具体体例例  
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母母  

  

  

父父  

  

  

  

  

  

  

（（例例２２））  

  

  

  

母母  

  

  

父父  

  

  

  

  

  

  

（（例例３３））  

  

  

  

母母  

  

  

  

父父  

  

  

 

 

※ パパ･ママ育休プラスを取得している場合は、１歳６か月までの育児休業開始予定日は、 

１歳に達する日後の本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければいけません。 

  

  

  

  

  

産後８週 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳６か月 
4 月 9 日 

母 育休 

産後８週 母 育休 

 １歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳６か月 
4 月 9 日 

産後８週 

１歳到達日 
10 月 9 日 

母 育休 

１歳２か月 
12 月 9 日 

 １歳６か月 
4 月 9 日 

 

 

 

育児休業の開始予定日 
11 月 4 日 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

育児休業の開始予定日 
11 月 4 日 

父 育休 父育休 育児休業の開始予定日 
10 月 10 日 

父育休 

父育休 

父 育休 

育児休業の終了予定日 
11 月 3 日 

誕生 

10 月 10 日 
 

12 月 5 日 

誕生 

10 月 10 日 

誕生 

10 月 10 日 

 

12 月 5 日 

 

12 月 5 日 

母 育休 

母 育休 
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（（例例４４））  

  

  

  

  

    

母母  

  

  

父父  

  

  

 

  

産後８週 母 育休  

育児休業の開始予定日 
12 月 10 日 

１歳到達日 
10 月 9 日 

１歳２か月 
12 月 9 日 

１歳６か月 
4 月 9 日 

育児休業の終了予定日 
12 月 9 日 

父 育休 

育児休業の開始予定日 
10 月 10 日 

父育休 

誕生 

10 月 10 日 
 

12 月 5 日 

母 育休 

- 33 - 

Ⅱ－１－６ 育児休業の期間３－申出期限－   （第６条第３項、第４項） 

 
○ 子が１歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するために

は、原則として育児休業を開始しようとする日の１か月前までに申し出ることが必要です。 

○ 子が１歳６か月までの育児休業の場合は、育児休業開始予定日（１歳の誕生日又はパパ・ママ

育休プラスの場合は終了予定日の翌日）の２週間前までに申し出ることが必要です。また、子が

２歳までの育児休業の場合は育児休業開始予定日（１歳６か月に達する日の翌日）の２週間前ま

でに申し出ることが必要です。これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を

指定することができます。 

○ 期間を定めて雇用される労働者の育児休業の場合で、一の労働契約期間の末日まで休業した後、

労働契約の更新に伴って更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をする場

合には、１か月前までに申出がなかった場合でも、事業主は開始日の指定をすることはできず、

労働者は申出どおりの日から休業を開始できます。 

＜令和４年 10 月１日変更点＞ 

○ １歳以降の育児休業について、１歳（又は１歳６か月）到達日（パパ・ママ育休プラスの場合

は終了予定日）以前に申出する場合は、育児休業開始予定日の２週間前までに申し出れば、労働

者の希望どおりの日から休業することができます。１歳（又は１歳６か月）到達日（パパ・ママ

育休プラスの場合は終了予定日）後に申出する場合は、育児休業開始予定日の１か月前までに申

し出れば労働者の希望どおりの日から休業することができます。これより遅れた場合、事業主は

一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます。 

 

 

 

(1) 子が１歳に達するまでの育児休業については、労働者は、希望どおりの日から休業するためには次

の時期までに申し出ることが必要です。 

① 原則は、休業を開始しようとする日の１か月前の日 

申出がこれより遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日以後申出の日の翌日

から起算して１か月を経過する日（申出の日の属する月の翌月の応当日、例えば、申出の日が４月

１日であれば５月１日）までの間で休業を開始する日を指定することができます。 

 

（例）  4/1                        4/20                      5/1 
      
      

 申出があった日 
 

休業を開始しようとする日  

 

 

申出があった日の翌日から起

算して１か月を経過する日 

 

    

   
 

  

        

  

 

 

事業主が指定できる期間 
１か月 

4/20～5/1 
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